
告 示

�愛媛県告示第１７５６号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成１８年１１月２２日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘５毛
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�愛媛県告示第１７５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

小松町第四土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の届

出があった。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

吉田町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１７５９号
南宇和郡内海村家串土地改良区は、土地改良法（昭和２４年法律第

１９５号）第６７条第１項第２号の規定により平成１８年１２月１２日解散し

た。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、四国中央市川之江町、金生町下分、金生町山田井、上分町、

妻鳥町、金田町金川、金田町半田、川滝町下山、川滝町領家、柴生

町及び下川町地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同

条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のと

おり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

２～７ 省略 ２～７ 省略

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 塩 出 喜久馬 西条市大町７４６番地５ 西条市小松町新屋敷甲
６９０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 浦 竹 喜 宇和島市吉田町浅川７８０番地

〃 上 野 武 宇和島市吉田町鶴間２０２番地

〃 浜 浦 博 宇和島市吉田町知永４番耕地６８７番地

〃 薬師寺 恒 彰 宇和島市吉田町立間１番耕地２４８５番地

〃 毛 利 信 介 宇和島市吉田町立間２番耕地１０３番地３

〃 清 家 康 生 宇和島市吉田町立間２番耕地１０１１番地

〃 濱 内 孫 嘉 宇和島市吉田町深浦３番耕地２４番地

〃 福 森 武 之 宇和島市吉田町法花津１番耕地１２７番地

〃 赤 松 與 一 宇和島市吉田町法花津８番耕地２３０番地

〃 石 山 定 義 宇和島市吉田町白浦１８５４番地１

〃 毛 利 茂 宇和島市吉田町沖村甲３０４７番地

〃 水 田 浩 宇和島市吉田町河内甲１７９１番地

〃 大久保 孝 夫 宇和島市吉田町河内甲３９３番地

〃 奥 平 栄 行 宇和島市吉田町奥浦甲２８８９番地

〃 情 家 多喜男 宇和島市吉田町南君６６８番地２

〃 稲 葉 恭 治 宇和島市吉田町南君２０００番地

監 事 躰 長 大 宇和島市吉田町立間尻甲５３５番地

〃 山 本 弘 宇和島市吉田町白浦１５２番地１

〃 清 家 俊 二 宇和島市吉田町奥浦甲１８３０番地６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 浅 野 修 一 宇和島市吉田町立間尻甲４２８番地１

〃 岩 城 光 廣 宇和島市吉田町浅川７７１番地１

〃 松 浦 善 一 宇和島市吉田町鶴間２３２番地１

〃 平 山 光 政 宇和島市吉田町立間尻甲５４３番地１

〃 薬師寺 三 行 宇和島市吉田町立間１番耕地２１６８番地

〃 赤 松 誠 市 宇和島市吉田町立間１番耕地６２９番地

〃 毛 利 信 介 宇和島市吉田町立間２番耕地１０３番地３

〃 東 山 正 博 宇和島市吉田町深浦３番耕地１３番地２

〃 井 伊 憲 治 宇和島市吉田町法花津１番耕地１１７番地

〃 二 宮 洋 宇和島市吉田町白浦２０１番地

〃 吉 見 政 夫 宇和島市吉田町沖村甲２２０１番地１

〃 山 崎 金 敏 宇和島市吉田町河内甲６２２番地

〃 森 陽一郎 宇和島市吉田町白浦外１５０番地

〃 中 田 芳 則 宇和島市吉田町奥浦甲１４８番地

〃 伊 藤 仁三郎 宇和島市吉田町南君３０７１番地

〃 毛 利 元 隆 宇和島市吉田町南君４５８番地

監 事 橋 本 信 広 宇和島市吉田町知永４番耕地６６８番地１

〃 赤 松 邦 美 宇和島市吉田町立間２番耕地３９１番地

〃 清 家 久万夫 宇和島市吉田町河内甲３５６番地

愛 媛 県 報平成１８年１２月１９日 第１８２２号
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１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・平山第２地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１８年１２月２０日から平成１９年１月２３日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所川之江総合支所

�������
�愛媛県告示第１７６１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１８年１２月１９日から平成１９年１月２日まで

�������
�愛媛県告示第１７６２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

松山市久谷町乙１０１２

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

松山市久谷町乙１０９６、乙１０９７

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

松山市久谷町乙１０８７、乙１０８８

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

東温市則之内字影ノ地丙５３０の１、丙５３３の１、丙５３４の３、

丙５３４の５から丙５３４の７まで、丙５３４の１０、丙５３４の１１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字影ノ地丙５３４の５・丙５３４の７・丙５３４の１１（以上３

筆について次の図に示す部分に限る。）、丙５３０の１、丙

５３３の１、丙５３４の６

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

東温市井内字ジガモリ乙１０７、乙１０８の１、字チヨチカヤブ

乙１０９、字カクレヤシキ乙１１１の１、字ミヤノ上道ノ下乙１４２、

字ミヤノ上道ノ上乙１４３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字ジガモリ乙１０７・乙１０８の１・字カクレヤシキ乙１１１

の１（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

東温市南方字島潰２９９３の１から２９９３の３まで、２９９３の３９、２９

９３の４０

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

愛 媛 県 報平成１８年１２月１９日 第１８２２号
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� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所

東温市南方字表山２９７５の９、２９７５の１１、字西打越２９７６の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

８� 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町小田３５、寺村３４７５

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに関係市役所及び内子町役場に備え置いて縦覧

に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７６３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

東温市河之内字三本松乙１５９４の３、乙１６２０の２４、乙１６２０の２１２、

乙１６２０の２１３、乙１６２０の２４１、乙１６２０の２４２、乙１６２０の２４６から

乙１６２０の２４９まで（以上１０筆国有林）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１７６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 六軒家石手線
松山市石手五丁目甲６０４番８から

同市石手五丁目甲６０４番１０まで
平成１８年１２月１９日

〃 〃
松山市石手五丁目甲６０７番１０から

同市石手五丁目甲６０７番１２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
西予市野村町惣川１５７０番２から

同町惣川１５７１番地先まで

旧 １０．４～２６．１ ０．０９３

新 １０．４～３３．９ ０．０９３

愛 媛 県 報平成１８年１２月１９日 第１８２２号

１０４８
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�愛媛県告示第１７６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
西予市野村町惣川１５７０番２から

同町惣川１５７１番地先まで
平成１８年１２月１９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 平野坂戸線
西予市宇和町坂戸９１１番２から

同町坂戸９０９番２まで
平成１８年１２月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 平野坂戸線
西予市宇和町坂戸９１３番１から

同町坂戸９０９番２まで

旧 ３．２～６．８ ０．０７０

新 ８．０～１６．０ ０．０７０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町北表甲１２５６番５から

同町北表甲１２６１番５地先まで

旧 ２３．３～３８．２
３．８～３８．２

０．０９０
０．０９０

新 ２３．３～３４．３ ０．０９０

愛 媛 県 報平成１８年１２月１９日 第１８２２号

１０４９
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訓 令

�愛媛県告示第１７７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県訓令第１６号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町山鳥坂６号５６８番３から

同町山鳥坂己８６８番２まで

旧 ４．０～７．０ ０．４５０

新 ９．０～８２．０ ０．４５０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町山鳥坂６号５６８番３から

同町山鳥坂己８６８番２まで
平成１８年１２月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 喜路能登線
宇和島市日振島１９７６番地先から

同市日振島９０４番地先まで

旧 ０．３～２．０ ２．１０３

新
５．０～２９．０
５．０～２９．０
８．０～２７．０

２．１０３
０．１０５
０．１４５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第４３号

平成１８年１２月５日
東温市牛渕字西ノ原１４１２番２

松山市土居町１０２２番地７

メゾンエクレールＢ２０１号

榎 股 則 禎

愛 媛 県 報平成１８年１２月１９日 第１８２２号

１０５０



改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の種

類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の種

類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１・２

省略

建

築

住

宅

課

１・２

省略

３ 高齢

者、障害

者等の

移動等

の円滑

化の促

進に関

する法

律

の施行

に関す

る事務

１ 特定建築物に関するこ

と。

３ 高齢

者、身体

障害者

等が円

滑に利

用でき

る特定

建築物

の建築

の促進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 特定建築物に関するこ

と。

� 計画の認定及び変更

認定（第１７条第３項、

第１８条第１項）

○

� 計画の認定及び変更

認定（第６条第１項、第

７条第１項）

○

� 特定建築物の計画及

び計画の変更の建築主

事への通知（第１７条第

５項、第１８条第２項）

○

� 特定建築物の計画

の建築主

事への通知（第６条第

５項、第７条第２項）

○

� 改善命令（第２１条） ○ � 改善命令（第１１条） ○

� 計画の認定の取消し

（第２２条）
○

� 計画の認定の取消し

（第１２条）
○

２ 既存の特定建築物に設け

るエレベーターに関するこ

と。

� 構造の認定（第２３条第

１項）
○

� 消防長等への同意の申

請（第２３条第２項、建築

基準法第９３条第１項本

文）

○

３ 建築物特定事業に関す

ること。

� 計画の受理及び計画

の変更の受理（第３５条

第５項、第６項）

○

� 市町からの通知の受

理（第３８条第２項）
○

� 実施の勧告（第３８条

第３項）
○

� 措置命令（第３８条第

４項）
○

４ 移動等円滑化経路協定

の同意（第４３条第２項、

第４４条第２項、第５０条第

３項）

○

４～１８

省略

４～１８

省略

愛 媛 県 報平成１８年１２月１９日 第１８２２号

１０５１



（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組
織
名

事務の種類 事 項

決裁区分

組
織
名

事務の種類 事 項

決裁区分

局
長

専決者
局
長

専決者

部
長

課
長

部
長

課
長

建
築
指
導
課

１～５ 省

略

建
築
指
導
課

１～５ 省

略

６ 高 齢

者、障害

者等の移

動等の円

滑化の促

進に関す

る法律

に関

する事務

１ 特別特定建築物に関する

こと。

６ 高 齢

者、身体

障害者等

が円滑に

利用でき

る特定建

築物の建

築の促進

に関する

法律に関

する事務

１ 特別特定建築物に関する

こと。

� 措置命令（第１５条第１

項）
○

� 措置命令（第４条第１

項）
○

� 要請（第１５条第２項） ○ � 要請（第４条第２項） ○

� 指導及び助言

（第１５条第３項）
○

� 報告の徴収及び立入検

査（第４条第３項）
○

２ 特定建築物（特別特定建

築物を除く。）に関する指

導及び助言（第１６条第３項）

○

２ 特定建築物

に関する指

導及び助言（第５条第３項）

○

３ 特定建築物の計画の認定

申請及び変更認定申請の受

理（第１７条第１項、第１８条

第１項）

○

３ 特定建築物の計画の認定

申請及び変更認定申請の受

理（第６条第１項、第７条

第１項）

○

４ 特定建築物に関する報告

の徴収及び立入検査（第５３

条第３項）

○

５ 認定特定建築物の建築等

の状況に係る報告の徴収

（第５３条第４項）

○

４ 認定建築物 の建築等

の状況に係る報告の徴収

（第１０条 ）

○

７ 人にや

さしいま

ちづくり

条例の施

行に関す

る事務

（特定建

築物 及

び公共交

通機関の

施設に係

るものに

限る。）

省略 ７ 人にや

さしいま

ちづくり

条例の施

行に関す

る事務

（特定建

築物等及

び公共交

通機関の

施設に係

るものに

限る。）

省略

８～１４ 省

略

８～１４ 省

略

備考 省略

別表第４（第４条関係）

備考 省略

別表第４（第４条関係）

愛 媛 県 報平成１８年１２月１９日 第１８２２号

１０５２



土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項 土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組
織
名

事務の種類 事 項

決裁区分

組
織
名

事務の種類 事 項

決裁区分

所
長

専
決
者 所

長

専
決
者

課
長

課
長

用
地
管
理
課

１～３７ 省

略

用
地
管
理
課

１～３７ 省

略

３８ 高 齢

者、障害

者等の移

動等の円

滑化の促

進に関す

る法律

に関

する事務

１ 特別特定建築物に関すること。 ３８ 高 齢

者、身体

障害者等

が円滑に

利用でき

る特定建

築物の建

築の促進

に関する

法律に関

する事務

１ 特別特定建築物に関すること。

� 措置命令（第１５条第１項） ○ � 措置命令（第４条第１項） ○

� 要請（第１５条第２項） ○ � 要請（第４条第２項） ○

� 指導及び助言 （第

１５条第３項）
○

� 報告の徴収及び立入検査（第

４条第３項）
○

２ 特定建築物（特別特定建築物を

除く。）に関する指導及び助言（第

１６条第３項）

○

２ 特定建築物

に関する指導及び助言（第

５条第３項）

○

３ 特定建築物の計画の認定申請

及び変更認定申請の受理（第１７

条第１項、第１８条第１項）

○

３ 特定建築物の計画の認定申請

及び変更認定申請の受理（第６

条第１項、第７条第１項）

○

４ 特定建築物に関する報告の徴

収及び立入検査（第５３条第３項）
○

５ 認定特定建築物の建築等の状

況に係る報告の徴収（第５３条第４

項）

○

４ 認定建築物 の建築等の状

況に係る報告の徴収（第１０条

）

○

３９～４３ 省

略

３９～４３ 省

略

省略 省略

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の２ 省略

�の３ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（以下「高齢者移動等円滑化法」という。）第１５条第１項

の規定に基づく措置命令に関すること。

�の４ 高齢者移動等円滑化法第１５条第２項の規定に基づく要請

に関すること。

�の５ 高齢者移動等円滑化法第１５条第３項の規定に基づく指導

及び助言 に関すること。

�の６ 高齢者移動等円滑化法第１６条第３項の規定に基づく指導

及び助言に関すること。

�の７ 高齢者移動等円滑化法第１７条第１項の規定に基づく計画

の認定の申請の受理に関すること。

�の８ 高齢者移動等円滑化法第１８条第１項の規定に基づく計画

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の２ 省略

�の３ 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の

建築の促進に関する法律（以下「建築促進法」という。）第４

条第１項の規定に基づく措置命令に関すること。

�の４ 建築促進法第４条第２項 の規定に基づく要請

に関すること。

�の５ 建築促進法第４条第３項 の規定に基づく報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の６ 建築促進法第５条第３項 の規定に基づく指導

及び助言に関すること。

�の７ 建築促進法第６条第１項 の規定に基づく計画

の認定の申請の受理に関すること。

�の８ 建築促進法第７条第１項 の規定に基づく計画
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変更の認定の申請の受理に関すること。

�の９ 高齢者移動等円滑化法第５３条第３項の規定に基づく報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の１０ 高齢者移動等円滑化法第５３条第４項の規定に基づく報告

の徴収に関すること。

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 省略

�の２５ 省略

�の２６ 省略

�の２７ 省略

�の２８ 省略

�の２９ 省略

�の３０ 省略

�の３１ 省略

�の３２ 省略

�の３３ 省略

�の３４ 省略

�～� 省略

６ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 省略

�～� 省略

�の２ 高齢者移動等円滑化法第１５条第１項の規定に基づく措置

命令に関すること。

�の３ 高齢者移動等円滑化法第１５条第２項の規定に基づく要請

に関すること。

�の４ 高齢者移動等円滑化法第１５条第３項の規定に基づく指導

及び助言 に関すること。

�の５ 高齢者移動等円滑化法第１６条第３項の規定に基づく指導

及び助言に関すること。

�の６ 高齢者移動等円滑化法第１７条第１項の規定に基づく計画

の認定の申請の受理に関すること。

�の７ 高齢者移動等円滑化法第１８条第１項の規定に基づく計画

変更の認定の申請の受理に関すること。

�の８ 高齢者移動等円滑化法第５３条第３項の規定に基づく報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の９ 高齢者移動等円滑化法第５３条第４項の規定に基づく報告

の徴収に関すること。

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

変更の認定の申請の受理に関すること。

�の９ 建築促進法第１０条 の規定に基づく報告

の徴収に関すること。

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 省略

�の２５ 省略

�の２６ 省略

�の２７ 省略

�の２８ 省略

�の２９ 省略

�の３０ 省略

�の３１ 省略

�の３２ 省略

�の３３ 省略

�～� 省略

６ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 省略

�～� 省略

�の２ 建築促進法第４条第１項 の規定に基づく措置

命令に関すること。

�の３ 建築促進法第４条第２項 の規定に基づく要請

に関すること。

�の４ 建築促進法第４条第３項 の規定に基づく報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の５ 建築促進法第５条第３項 の規定に基づく指導

及び助言に関すること。

�の６ 建築促進法第６条第１項 の規定に基づく計画

の認定の申請の受理に関すること。

�の７ 建築促進法第７条第１項 の規定に基づく計画

変更の認定の申請の受理に関すること。

�の８ 建築促進法第１０条 の規定に基づく報告

の徴収に関すること。

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略
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公 告

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第４８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成１８年１２月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１２，７９０

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２５６

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６８，７９９

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第４９号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 省略

�～� 省略

２・３ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�～� 省略

２・３ 省略

附 則

この訓令は、平成１８年１２月２０日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年１２月７日 特定非営利活動法人
ふれんずはうす 佐 伯 文 子 西条市周布１５７６番地２ハイム藤２０

１号
この法人は主に西条市内の障害児者に対して、
就労支援及び余暇活動への支援に関する事業を
行い、生涯にわたっての自立と地域社会参加の
推進を図り、公益に寄与することを目的とする。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市選挙区にあっ
ては、同左の４０万を超
える数に６分の１を乗
じて得た数と４０万に３
分の１を乗じて得た数
とを合算して得た数）

松 山 市 ４１５，７０３ １３５，９５１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５２，７５３ ５０，９１８

宇 和 島 市 ４８，６４６ １６，２１６

八幡浜市・西宇和郡 ４５，２４２ １５，０８１

新 居 浜 市 １０３，３９３ ３４，４６５

西 条 市 ９４，２２６ ３１，４０９

大 洲 市 ３０，７８０ １０，２６０

伊 予 市 ３２，９５０ １０，９８４

四 国 中 央 市 ７７，１２３ ２５，７０８

西 予 市 ３８，３２４ １２，７７５

東 温 市 ２８，１１２ ９，３７１

上 浮 穴 郡 １２，７１９ ４，２４０

伊 予 郡 ４４，０８５ １４，６９５

喜 多 郡 ２４，５９４ ８，１９８

北 宇 和 郡 ４１，３１０ １３，７７０

南 宇 和 郡 ２２，８３０ ７，６１０
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項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により不在者投票のできる施設として指

定したもののうち、次の施設についてその指定を取り消した。

平成１８年１２月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第５０号
平成１９年１月２１日執行予定の愛媛県知事選挙における各候補者が

政見放送を行うことができる一般放送事業者及びその回数は、次の

とおりとする。

平成１８年１２月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

施設の種類 施設の名称 所 在 地

病院 牧病院 松山市菅沢町甲１１５１－１

区 分 一般放送事業者 政見放送の回数

テレビジョン放送

南海放送株式会社

株式会社あいテレビ

株式会社愛媛朝日テレビ

１回

１回

１回

ラ ジ オ 放 送 南海放送株式会社 １回

平成１８年１２月１９日 発行
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